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 ～ 飲酒運転は しない させない 許さない ～～ 飲酒運転は しない させない 許さない ～
 　年末が近づくにつれ、飲酒の機会が増えます。

。飲酒運転で処罰されるのは運転手だけではありません

 同乗者や酒を提供した人も処罰を受けます。
 

 

 

 

 

 

 

 1　命（死亡事故に直結） 　
 2　家族（離婚、崩壊） 

 3　仕事（解雇、失職）
 4　社会的信用（氏名が報道）

 5　免許（一発で取消し）
 6　お金（罰金、遺族補償）

 加美 警 察 署 管 内 事 件 事 故 発 生 状 況（ 令 和 ７ 年 ９ 月 １ 日 ～ ９ 月 ３ ０ 日）
 　 【 事件 】 　 窃 盗 事 件 　 ０ 件 　 【 交 通事 故 】 　 人 身 事 故 　 　 ２ 件

　 　 　　 　 　 そ の 他 　 　 ０ 件 　 　 　 　　 　 　 　 物 損 事 故   ３ ７ 件

　最近、ＳＮＳなどで知り合った相手から投資

を持ちかけられ、大金を入金した後、出金する

ことができなくなる「ＳＮＳ型投資詐欺」によ

 る被害が急増しています。

　当署管内でも１０月に同様の手口で１，００

 ０万円以上の被害が発生しています！

　投資型詐欺では、被害に気付くまで時間がか

かり、その間に被害額がどんどん高額になるこ

 ともあります。

 　「絶対儲かる」などと言う相手

 からの投資の誘いには絶対に乗っ

 てはいけません！！

 

加加
　　

 美美

11月は山岳遭難の多発時期です。　
　今年は特に「熊」の目撃が大幅に
増え、人的被害が過去最多となって

 います！
　冬眠に向け、熊がえさを求め活発

 に行動します。
　熊よけ鈴や、熊撃退スプレーなど

、 、を確実に携行し 十分な対策を取り
 山に入りましょう。

　熊を目撃した際は、急に逃げ出し
 たりせず、静かに後ずさりしながら

 その場を離れましょう。
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


